
多職種連携の中で訪問看護師として役割を発揮するための取り組み 
～圏域における事例検討研修会の開催について～ 

   
○草野とし子 （公益社団法人滋賀県看護協会） 

 
Ⅰ．はじめに

訪問看護ステーションは滋賀県内に９３ヶ所あり、こ

こ数年は従事者数、利用者数ともに増加してきている。

しかし、経営面や人材確保等で課題を持つ事業所も

多い現状にあることから、管理者の経営面での力量向

上や訪問看護師の資質向上に向けた研修体系整備に

関する検討を行ってきた。

地域包括ケアの推進の中で多職種連携が重要であ

り、その中で、各職種がその専門性を発揮することが

求められている。今回、多職種連携の中で訪問看護師

として必要な役割を果たせるよう看護実践力向上に向

けた取組みを行ったのでその活動を報告する。

Ⅱ．活動内容

訪問看護ステーションの課題解決への取り組みとし

て、平成 年度には、研修体系に関する検討を行っ

た。この中で次の考え方を示した。

この考えを実際の研修に生かすため、平成 年度

は、自分の看護ケアを振り返り次に生かす看護実践力

の向上を目指した研修として「事例検討研修会」を圏域

ごとに開催することとした。

（１）研修目的 看護実践力の中のうち、特に「ニーズを

とらえる力」の向上を図る。

（２）研修実施方法 県内の訪問看護認定看護師や各

圏域でリーダー的な役割を果たしている訪問看護師等

に研修の推進役を依頼した。研修内容については、

ブロックに分けた指導者チームにより協議した。開催時

間や進め方についてもこのチームで決定した。

（３）評価 自記式質問紙を研修終了後回収し、参加

者の反応を把握すると共に、事業実施後の指導者の

振り返りにより企画に関する評価を行うこととした。

Ⅲ．活動実践結果

（１）研修企画会議 ３ブロックに分けたが、指導者の人

数の関係により、 ：大津・湖北・高島 南部 甲賀・

東近江・湖東 の３チームとした。各ブロックごとに事例

や集まりやすい日程等により具体的な計画を決定した。

（２）研修テーマ 新たな利用者を受けた時にどのよう

な情報を得て計画を考えるかに焦点を当てて企画した。

：“在宅移行期（がん患者）の事例の情報収集・分析･

支援を検討する”事として、退院時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおける、

在宅への移行支援を円滑にすすめるために必要な情

報、不足する情報等を考える。

：“小児の事例”“難病の事例”“精神の事例”における

情報収集から計画立案までをみんなで学ぶ。

 “在宅移行期（認知症患者）の支援を の考え方

を用いて検討する”として、情報の整理分析から支援ま

でを考える。

（３）開催日時と会場 訪問看護ステーションでは非常

勤のスタッフも多い事から、参加しやすい日時に身近

な場所で開催することとした。

（４）研修への参加者数 計９回の研修を企画し、平成２

８年１２月現在で７回を終了した。参加者数は、１４１名

であるが、１回の文書による案内のみで参加希望をし

た人数は少なく、連絡協議会などを通して参加を募っ

て得た参加人数である。

（５）指導者による企画評価 指導者からは、「意見交換

において、必要な情報・不足する情報等意見が活発に

出ていた」「医療情報に関しては意見が多く出るが、本

人の思いや生活に関する情報は、気づくのが遅い傾

向があった」等 情報を得て対象理解を深め、ケア計

画を考える機会となったとの意見を得ている。

Ⅳ．今後の課題

今回は、実践途中の研修に関して報告を行った。

多職種との連携の中で求められる訪問看護師として

の役割を果たせるよう看護実践力の向上が必要である

が、まだ取り組み半ばである。訪問看護ステーションの

従事者は、約４割が非常勤職員であることから、今後も、

身近な地域での事例を通した研修会の開催を継続し、

資質向上に努めたい。

また、訪問看護師の研修は各職場における も重

要であることから、 の充実など、多様な人材育成へ

の取り組みを継続し実施することとしたい。

住み慣れた地域で顔の見える栄養士の活動の充実をめざして 

「認定栄養ケア・ステーションの事業」の今後に向けて 

 

○東森 佳子（公益社団法人滋賀県栄養士会） 

千田 素子（同上）            

          長岡 由里子（同上）            

 

【はじめに】 

超高齢社会をむかえ、栄養士が改めて、地域

に顔の見える活動を推進するために、全国に

「認定栄養ケア・ステーションの事業」に取り

組んでいることは、述べてきた。滋賀県は、新

たに3か所の申請があった。そのうち2つは

「薬・食事・運動」の情報が一場所で収集でき

る薬局である。また、ケアの場が病院等の施設

から、住み慣れた家や地域へと移行した在宅療

養者の中には、何らかの理由で栄養状態の悪

化・疾患の重症化しているケースもありクリニ

ックでの外来栄養食事指導や 訪問栄養食事

指導としての関わりが求められている。 

【活動内容】 

薬局での活動 

「丸山薬局・いづつ薬局・ヤクゴ薬局日野店」 

栄養食事指導 

「糖尿病等重症化予防・合併症発症予防のため

の外来栄養食事指導」 

「在宅訪問栄養食事指導・在宅療養指導」 

啓発活動 

「ちょっときてえな講座」「おたっしゃ教室」  

「ヘルパー対象の教室」「介護職員初任者研修」  

「脳活カフェ」 

「高齢者向け料理講習会」 

転倒予防自主グループ・社会福祉協議会 

公民館主催・家族の為の介護食教室 

男の居場所づくり 

「配食・ディサービスの献立作成」  

「介護食レシピ集の作成（補助金事業）」 

「高齢者対象配食弁当レシピ開発」 

「企業等での食事と健康に関する広報活動」 

 

【在宅訪問栄養食事指導・療養指導の現状とそ

の役割】 

2025年にむけて、高齢者・病者は自らの住み

慣れた家でエンドオブライフまで生活できる

ような地盤づくりがなされているというもの

の、入院患者や高齢者施設入所者では栄養士に

よる栄養管理が行われるが、家にもどれば自己

管理となり、経済面での小食や自己流の偏った

食事により、栄養状態の低下や疾病の重症化す

ることがよく見られる。また、在宅療養者・家

族は、特に「低栄養の支援の必要性」に気が付

かないでいる事が多く、又気づいても、経済的

理由や指導に対する不安などにより医師の指

示や介護専門員の提案が実施されていないケ

ースもある。 

在宅療養を希望する要介護高齢者の増加に

伴い、訪問栄養食事指導等栄養管理の必要性を

理解していただけるようになった他職種の関

わり中で、管理栄養士は「食べて治す」「食べ

て癒す」の役割を担えるもので、エンドオブラ

イフケアもふくめ、食を通じ在宅療養者の人生

に寄り添って支援させていただけると考えて

いる。 

【課題】 

しが栄養ケア・ステーションに登録し、訪問

栄養食事指導等実施するための研修会を終了

しても管理栄養士は、まだ「業」として成り立

ちにくい。 

診療報酬・介護報酬の算定には医院等との雇

用契約が必要となっているため、他職種への栄

養管理情報の提供のみになる場合が多いから

である。専門職として、在宅療養者や家族に出

会い、生活支援に参加できるように、法改正を

視野に入れ、医師会・看護協会等にもご協力を

お願いしたいと考えている。 
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